
マレック病生ワクチン
（一般的名称：マレック病（七面鳥ヘルペスウイルス）生ワクチン（シード））

【本質の説明又は製造方法】
本剤は七面鳥ヘルペスウイルスFC-126株を鶏胚培養細

胞で増殖させ、その感染細胞浮遊液に凍害防止メジウムを
加え、アンプルに2mLずつ分注熔封後凍結したものであ
り、液体窒素容器内に貯蔵されている。凍結ワクチンは淡灰
黄色で、溶解用液に溶かすと赤橙色の均質な細胞浮遊液と
なる。1羽分当たり103.0FFU以上のワクチンウイルスが含ま
れている。

【成分及び分量】
凍結ワクチン 1アンプル（2mL  1,000ドーズ分）中

反すう動物由来物質
⑴トリプトース・ホスフェイト・ブロス
（動物の種類；牛 使用部位；乳）
⑵牛血清（動物の種類；牛 使用部位；血清）

【効能又は効果】
マレック病の予防

【用法及び用量】
凍結ワクチンを素早く融解後、別売りの溶解用液（品名：「マ

レック／バッグ」あるいは「マレック溶解用液-IZO」)で１羽当た
り0.2mLとなるように溶かし、0.2mLずつを1日齢鶏の頸部皮
下に接種する。

【使用上の注意】
（基本的事項）

1. 守らなければならないこと
（一般的注意）
・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示
により使用すること。

・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用す
ること。

・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

（使用者に対する注意）
・ワクチンを液体窒素から取り出す時、アンプルが破裂す
る恐れがあるので、危険防止のために皮膚を露出させな
い服装をし、マスク、防護メガネ及び手袋などを着用す
ること。

・作業後は、石けん等で手をよく洗うこと。

（鶏に関する注意）
・本剤の投与前には健康状態について検査し、次のいずれ
かに該当する異常を認めた場合は投与しないこと。

・元気・食欲不振、異常呼吸音、下痢など臨床上異常が認
められるもの。

・明らかな栄養障害があるもの。

（取扱い及び廃棄のための注意）
・外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。
・本剤には他のワクチンや薬剤を加えて使用しないこと。
・溶解用液に抗生物質を添加すると、種類によってはワクチ
ン力価が大幅に低下する場合があるので注意すること。
・本剤の効力が失われるので、凍結アンプルを保存してい
る液体窒素容器の液体窒素は絶対にきらさないこと。

・小児の手の届かないところに保管すること。
・直射日光又は加温は品質に影響を与えるので、避けること。
・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。
針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業
廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。
・使用済みのアンプル及び溶解用液容器は、消毒又は滅菌
後に地方公共団体条例等に従い処分、若しくは感染性廃
棄物として処分すること。

2. 使用に際して気を付けること
（使用者に対する注意）
・誤って人に注射した場合は、患部の消毒等適切な処置を

とること。誤って注射された者は、必要があれば本文書
を持参し、受傷について医師の診察を受けること。

・液体窒素容器は密封すると内圧が高まり爆発する危険が
あるので、密封しないこと。
・液体窒素は常に気化しているので、液体窒素の補充時や
アンプルの取扱時には十分に換気をし、酸素欠乏に注意
すること。
・液体窒素は超低温なので、凍傷を防ぐための革手袋、長
靴などを着用し、慎重に取り扱うこと。
・液体窒素の補充時やアンプルの取扱い時には、タンクの
転倒などに十分注意すること。
・ワクチンアンプルの開封時にアンプルの切断面で手指を
切る恐れがあるので、手袋を着用するなど十分注意する
こと。

（鶏に関する注意）
・ワクチン投与後は温度管理に十分注意し、過酷な輸送や
移動などのストレスを与えないこと。
・マレック病生ワクチンは、投与後一過性の免疫抑制が認め
られるとの報告があるので飼育管理に十分注意すること。

（取扱いに関する注意）
・溶解後は速やかに使用すること。
・溶解したワクチンは、雑菌混入や効力低下の恐れがある
ので、再保存や再使用しないこと。
・溶解用液は「用法及び用量」に記載があるものを使用する
こと。
・注射器具は、滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。
薬剤により消毒した器具又は他の薬剤に使用した器具は
使用しないこと。なお、乾熱、高圧蒸気滅菌又は煮沸消毒
等を行った場合は、室温まで冷えたものを使用すること。
・頸部皮下接種時に用いる注射針は20又は21ゲージを使
用すること。また、投与時は汚染を避けるために、時々
滅菌した注射針と取り替えること。
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主 剤

成分

106.0FFU以上

分量

安定剤
安定剤
安定剤
安定剤
安定剤
安定剤
安定剤
凍害防止剤

鶏胚初代細胞培養七面鳥ヘルペス
ウイルスFC-126株（シード）

トリプトース・ホスフェイト・ブロス
L-グルタミン
牛血清
10%炭酸水素ナトリウム
ベンジルペニシリンカリウム
硫酸ストレプトマイシン
イーグルMEM
ジメチルスルフォキシド

0.00295g
0.0006g
0.3mL
0.012mL
400単位
400μg（力価）
残量
0.1mL

本ワクチンの成分の特徴

本ワクチン株は人に対する病原性はない。

微生物名

抗原 アジュバント

微生物の
生・死

人獣共通
感染症の
当否

種類

－

有無

無
七面鳥
ヘルペス
ウイルス

否 生






